
令和５年度高槻市新型コロナワクチン接種
実施要領

令和５年１２月

※本資料は、現時点での内容であり、今後、国の通知、ワクチンの
供給状況、事業の検討・調整・進捗状況により、内容を変更する
場合があります。



１ 接種の目的

体制整備

接 種

新型コロナウイルス感染症の流行及びその長期化により、国民の
生命・健康はもとより、社会経済にも極めて大きな被害を及ぼし
ている状況にある

現状

接種を希望する市民が安心して速やかに接種できる体制を整備

事業の目的

新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者をでき

る限り減らし、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図る

接種の目的



２ 実施期間・接種費用

実施期間：令和３年２月１７日～令和６年３月３１日

接種費用：無料（市民の費用負担なし）

特例臨時接種：接種は任意（文書により同意を得た場合に実施）

※令和４年秋開始接種は令和５年５月７日で終了
（５歳以上１１歳以下の方は令和５年秋開始接種の開始まで接種機会を提供）

※令和５年春開始接種は令和５年５月８日～９月１９日、令和５年秋開始接種は令和５年９月２０日～
令和６年３月３１日



３ 事業全体図

ワクチン
配送センター

高槻市



４ 接種対象者

原則として、高槻市に住民票がある生後６か月以上の方が対象

対象者区分 対象人数

６５歳以上の高齢者 約１０万２千人

基礎疾患を有する者

医療機関や高齢者施設、障がい者施設等の

従事者

約３万人

その他の者 約２１万８千人

合計（生後６か月以上） 約３５万人



５ 実施体制

●多くの方にワクチンを接種していくためには身近な地域で接種できる環境が

必要であり、特に基礎疾患を抱える者については、かかりつけ医での接種が

推奨されている。

●令和５年度は、国において、個別医療機関を中心とする体制への移行を進

めることが適当とされていること等から、地域の医療機関での個別接種により

実施

協力医療機関 約１９０か所

身近な地域で安心して接種できる体制を目指す



６ 接種スケジュール（令和５年度の接種）

12歳以上

５～11歳

６か月
～４歳

特例臨時接種＝ 自己負担なし

5月 8日～ 9月19日

令和５年秋開始接種

初回接種を

終了したすべての方

オミクロンXBB.1.5対応

ワクチンを使用

初回接種（１～３回目接種）

初回接種（１・２回目接種）を終了

した基礎疾患を有する方が対象

初回接種（１・２回目接種）を終了した

オミクロン株対応２価ワクチン未接種の方が対象

上記以外の方

9月 20日～令和 6年 3月 31日

初回接種（１・２回目接種）を終了

した以下の方が対象

・高齢者（65歳以上）
・基礎疾患を有する方（12～64歳）
・医療従事者等

令和５年春開始接種

上記以外の方

オミクロン株対応２価ワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン

従来型ワクチン

初回接種がまだの方
9 月 20 日以降は、XBB .1.5 対応ワクチンでの初回接種となります。

まずは、初回接種を受けてください。



６ 接種スケジュール（初回接種、令和４年秋開始接種）

■接種期間
令和６年３月３１日まで

■使用ワクチン
オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応ワクチン（ファイザー社・モデルナ社）、
武田社（ノババックス）、小児用オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応ワクチン（ファイザー社）、
乳幼児用オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応ワクチン（ファイザー社）
※武田社（ノババックス）は令和５年１２月２５日で接種終了

■接種回数
規定の間隔をおいて２回接種（乳幼児用ファイザー社は３回接種）

■接種対象者 生後６か月以上

■接種期間
令和５年５月７日まで（５～１１歳は令和５年秋開始接種の開始まで接種機会を提供）

■使用ワクチン
オミクロン株対応２価ワクチン（ファイザー社・モデルナ社）、武田社（ノババックス）
小児用オミクロン株対応２価ワクチン（ファイザー社）

■接種間隔
前回接種から３か月以上後に１回接種 ※武田社（ノババックス）は６か月

■接種対象者 初回接種を完了した５歳以上

初回接種

令和４年秋開始接種



６ 接種スケジュール（令和５年春開始接種）

■接種期間
令和５年５月８日～令和５年９月１９日

■使用ワクチン
オミクロン株対応２価ワクチン（ファイザー社・モデルナ社）、武田社（ノババックス）
小児用オミクロン株対応２価ワクチン（ファイザー社）

■接種間隔
前回接種から３か月以上後に１回接種
※武田社（ノババックス）は６か月

■接種対象者
初回接種（１・２回目）を完了した方のうち、
（１）６５歳以上の高齢者
（２）５歳以上の方のうち、基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと
医師が認める方

（３）重症化リスクが高い方が集まる場所においてサービスを提供する医療機関や
高齢者施設、障がい者施設等の従事者

■接種券
前回接種の完了から３カ月以上が経過した５歳以上の全員に４月下旬から順次発送
※未使用の接種券をお持ちの場合は、その券を使用し、再度の送付は行わない。

令和５年春開始接種



６ 接種スケジュール（令和５年秋開始接種）

■接種期間
令和５年９月２０日～令和６年３月３１日

■使用ワクチン
オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応ワクチン（ファイザー社・モデルナ社・第一三共社）、
武田社（ノババックス）、小児用オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応ワクチン（ファイザー社）、
乳幼児用オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応ワクチン（ファイザー社）
※武田社（ノババックス）は令和５年１２月２５日で接種終了

■接種間隔
前回接種から３か月以上後に１回接種
※武田社（ノババックス）は６か月

■接種対象者
初回接種を完了した全ての年齢

■接種券
前回接種の完了から３カ月以上が経過した方に９月８日から順次発送
※未使用の接種券をお持ちの場合は、その券を使用し、再度の送付は行わない。

令和５年秋開始接種



７ 接種券送付からワクチン接種までの流れ

８

ステップ１ 接種券が届く

①接種券・予診票
などを送付

市役所 市民 かかりつけ医

②持病のある方は
かかりつけ医に相談

ステップ２ 予約する

コールセンター

③予約
（一部医療機関）

委託医療機関
③予約
（個別接種）

電話
予約

オンライン
予約

接種を希望する市民

ステップ３ 接種を受ける

④事前に予診票を記入

委託医療機関

⑤接種

接種を希望する市民

直接、医療機関に
予約申込

※診察料がかかる場合が
あります

コールセンターの電話予約・オンライン予約は
令和５年１２月２８日の予約枠で終了



■医療機関により異なる
（予約方法は、各医療機関に問い合わせ）

■電話（FAX）予約 または オンライン予約
※市の予約システムを利用する一部医療機関の予約

高槻市新型コロナワクチンコールセンター
☎：0120-090-555 FAX：072-648-3350

（聴覚に障がいのある方等用）

受付時間：8時45分～17時15分（日曜日、祝日、年末年始は休み）

（令和６年１月以降は、平日のみ）

オンライン予約（24時間受付）

URL：https://v-yoyaku.jp/272078-takatsuki
接種予約日の前日に確認メール（リマインダー機能）

８ 予約方法

令和５年１２月２８日の
予約枠で終了



９ 接種証明書

※自動交付対象外の者（マイナンバーカード・スマホ非保持者等）への申請受付体制を構築する

紙の証明書と同様の内容が
スマホの画面上で確認できる。
※表示内容は選択可

・新型コロナワクチンの接種証明書（電子版）は、令和３年１２月２０日から申請受付を開始。
・VRSで二次元コードを付加し、スマホアプリで表示可能とする。紙の証明書にも二次元コードを付加しアプリで読込可能。
・電子版の開始後も、予防接種済証や紙の接種証明書は引き続き活用。
・令和４年７月２６日から、接種証明書のコンビニ交付を開始。



１０ 副反応等への対応

接種

市民

接種後１５～３０分間待機
し、経過を観察する。

委託医療機関

（１）接種後の経過観察時に副反応が出た場合の救急対応

副反応が
出た場合

応急措置 救急搬送

後送病院

（２）経過観察終了後に副反応が出た場合

かかりつけ医 大阪府新型コロナワクチン
専門相談窓口

電話相談

市民接種医療機関

軽度の場合
受診・相談

さらなる対応
が必要な場合
専門的な医療
機関を紹介

専門病院

受診・相談

（２）経過観察終了後に副反応が出た場合



１１ 健康被害救済

予防接種後の副反応による健康被害については、極めてまれではあるも

のの不可避的に生じるものであることから、現行の予防接種健康被害救

済制度が適用される。新型コロナワクチンを接種したことにより健康被

害が生じたと厚生労働大臣が認めた者について、市長は次の救済給付を

行う。

給付の種類 請求者

医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者

障害児養育年金
※介護加算

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態
にある18歳未満の者を養育する者

障害年金
※介護加算

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態
にある18歳以上の者

死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族

葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者



■高槻市新型コロナワクチンコールセンター
●予約や接種時期、接種会場等に関するお問い合わせ

※聴覚や発語に障がいのある方はFAXにて受付
英語、韓国語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語にも対応

☎：0120-090-555 FAX：072-648-3350
（聴覚に障がいのある方等用）

受付時間：8時45分～17時15分（日曜日、祝日、年末年始は休み）

（令和６年１月以降は、平日のみ）

■大阪府新型コロナワクチン専門相談窓口
●接種後の副反応など医学的知見が必要となる専門的な相談

☎：050-3613-9605 FAX：06-4400-9419
（聴覚に障がいのある方等用）

受付時間： 7時00分～22時00分（平日、土日、祝日）

■厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
●ワクチンの有効性、安全性、ワクチン施策のあり方などのお問い合わせ

☎：0120-761-770
受付時間：9時00分～21時00分（平日、土日、祝日）

１２ 相談体制

予約受付は、令和５年
１２月２８日の予約枠で終了



１３ ワクチン（令和5年12月4日時点）

※ 初回接種の接種間隔

〔ファイザー社及びファイザー社（小児用）〕
１回目の接種から１８日以上の間隔をおいて、標準的には２０日の間隔、２０日を超えた場合はできるだけ速やかに
２回目の接種を実施
〔モデルナ社（全年齢共通）〕
１回目の接種から２０日以上の間隔をおいて、標準的には２７日の間隔、２７日を超えた場合はできるだけ速やかに
２回目の接種を実施
〔武田社（ノババックス）〕
１回目の接種から２０日以上の間隔をおいて、２０日を超えた場合はできるだけ速やかに２回目の接種を実施

〔ファイザー社（乳幼児用）〕
１回目の接種から１８日以上の間隔をおいて、標準的には２０日の間隔で２回目の接種を実施し、２回目の接種から
５５日以上の間隔をおいて３回目の接種を実施し、１回目からの間隔が２０日を超えた場合又は２回目からの間隔が
５５日を超えた場合はできるだけ速やかに２回目又は３回目の接種を実施

※ 武田社（ノババックス）は令和５年１２月２５日で接種終了

初回接種 追加接種

１２歳以上

小児
（ファイザー社は５～１１歳、
モデルナ社は６～１１歳）

乳幼児
（ファイザー社は生後６か月～

４歳、モデルナ社は生後６か月
～５歳）

オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応ワクチン
〈ファイザー社・モデルナ社・第一三共社〉、

〈武田社（ノババックス）〉

オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応ワクチン
〈ファイザー社・モデルナ社〉、
〈武田社（ノババックス）〉

オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応ワクチン
〈ファイザー社（乳幼児用）・モデルナ社〉

オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応ワクチン
〈ファイザー社（小児用）・モデルナ社〉

オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応ワクチン
〈ファイザー社（小児用） ・モデルナ社〉

オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応ワクチン
〈ファイザー社（乳幼児用）〉


